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規         則 

 管理者が取り扱う個人情報の保護に関する規則の一部を改正する規則を次のとおり公布する。 

  平成 27年 12月 21日 

                   新潟県市町村総合事務組合管理者 森  民 夫   

新潟県市町村総合事務組合規則第 15号 

   管理者が取り扱う個人情報の保護に関する規則の一部を改正する規則 

 管理者が取り扱う個人情報の保護に関する規則（平成 18年規則第 4号）の一部を次のように改

正する。 

 第 4 条第 1 号中「運転免許証」を「個人番号カード、運転免許証」に改め、同条第 2 号の次に

次の 1号を加える。 

 (3) 本人に代わって本人の委任による代理人が請求する場合 次に掲げる書類 

  ア 当該代理人に係る第 1号に定める書類 

  イ 本人の実印を押印した委任状及び印鑑登録証明書又はその他その資格を証明する書類と

して管理者が認めるもの 

 別記第 2号様式、別記第 5号様式及び別記第 8号様式中「法定代理人記載欄」を「代理人記載

欄」に、「                         」を 

「                                   」に改める。 

 別記第 2号様式中 

「  

                                     

  

                                      」 
「 

 

 

 

                                  」 

改める。 

 別記第 5号様式中 

 

新潟県市町村総合事務組合公報 

１ 未成年者  ２ 成年被後見人 

 １ 未成年者 ２ 成年被後見人 ３ 委任者（保有特定個人情報に限る） 

 

本人等確認 
□運転免許証 □旅券 □その他（          ） 

□戸籍謄本  □成年後見人の登記事項証明書 

 

を 
担 当 係  

 

本人等確認 
□個人番号カード□運転免許証 □旅券 □その他（    ） 

□戸籍謄本  □成年後見人の登記事項証明書 

 

に 代理権確認 
(委任の場合) 

□委任状 □本人の印鑑登録証明書 □その他（      ） 

担 当 係  
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「 

                                   

 

                                  」 
 
「 

 

 

 

                                  」 

改める。 

 別記第 8号様式中 

「 

 

 

                             」 

「 

 

 

                             」 

「 

                                   

 

                                  」 
「 

 

 

 

                                  」 

改める。                                 

   附 則 

 この規則は、平成 28年 1月 1日から施行する。 

 

 

本 人 等 確 認 
□運転免許証 □旅券 □その他（          ） 

□戸籍謄本  □成年後見人の登記事項証明書 

 

を 
事実との合致を 
証明する書類等 

１ 提出  ２ 提示（               ） 

 

本 人 等 確 認 
□個人番号カード□運転免許証 □旅券 □その他（   ） 

□戸籍謄本  □成年後見人の登記事項証明書 

 

に 代 理 権 確 認 
(委任の場合) 

□委任状 □本人の印鑑登録証明書 □その他（     ） 

事実との合致を 
証明する書類等 

１ 提出  ２ 提示（               ） 

 

本人等確認 
□運転免許証 □旅券 □その他（          ） 

□戸籍謄本  □成年後見人の登記事項証明書 

 

を 
担 当 係  備  考  

 
本人等確認 

□個人番号カード□運転免許証 □旅券 □その他（   ） 

□戸籍謄本  □成年後見人の登記事項証明書 

 

に 代理権確認 
(委任の場合) 

□委任状 □本人の印鑑登録証明書 □その他（     ） 

担 当 係  備  考  

 

□ 第 5 条の規定に違反して収集されている。 
□ 第 6 条の規定に違反して保有されている。 
□ 第 7 条の規定に違反して利用されている。 
□ 第 7 条又は第 8条の規定に違反して提供されている。 

 を 

 
□ 第 5 条又は番号法第 20 条の規定に違反して収集されている。 
□ 第 6 条又は番号法第 20 条の規定に違反して保有されている。 
□ 第 7 条又は第 7条の 2の規定に違反して利用されている。 
□ 第 7 条、第 7条の 3又は第 8条の規定に違反して提供され 
  ている。 

 に、 

 


